
別紙（10－3）

番号

（特別会計分）
3,519,987 3,687,012 3,707,585

政策評価結果を受けて
改善すべき点

政策評価結果の予算概算要求等
への反映状況

モニタリング結果を踏まえ、精神障害者の地域移行・地域定着支援について過去の実施状況等も勘案した予算要求を行っている。

精神障害者地域移行・地域定着支援事業費　　概算要求額　1,224,401千円
内訳：精神障害者地域移行・地域定着支援事業費　　　　　　334,271千円
　　　精神障害者アウトリーチ推進事業費　　　　　　　　　890,130千円

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法
精神障害者の退院者数（地域移行者数）

執行額（千円）

（一般会計分）
983,630,623 1,139,074,698 1,056,254,595

＜0＞ ＜0＞ ＜14,916,484＞

（特別会計分）
6,298,529 5,830,702 6,081,002

予
算
の
状
況

当初予算（千円）

（一般会計分）

（特別会計分）

＜13,895,235＞

計（千円）

（一般会計分）
1,042,669,254 1,155,484,022 1,113,843,491

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

繰越し等（千円）

（一般会計分）
-158,999 1,082,967 -1,450,858

補正予算（千円）

-＜46,478＞

（特別会計分）

-＜297,903＞ ＜26,127,685＞

（特別会計分）
-5,375,091 -4,128,084 -2,376,789

（一般会計分）
61,831,160 151,359,206 3,013,058 3,297,939

7,834,192 7,846,041

1,171,696,017 1,278,397,762

＜15,260,865＞ ＜222,104,755＞ ＜247,294,897＞

980,997,093 1,003,041,849 1,112,281,291

11,673,620 9,958,786 8,457,791

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度概算要求額

政策評価調書（個別票１）

【政策ごとの予算額等】

政策名
障害者の生活の場、働く場や地域における支援体制を整備し、障害者の地域における生
活を支援するとともに、自殺対策を推進する

評価方式 総合･実績･事業 Ⅳ－７－１
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 厚生労働本省

Ａ 2 一般 厚生労働本省

Ａ 3 一般 厚生労働本省

Ａ 4 一般 厚生労働本省

Ａ 5 一般 国立更生援護機関

Ａ 6 一般 地方厚生局

Ａ 7 年金特別 福祉年金勘定

Ｂ 1 一般 厚生労働本省

Ｂ 2 一般 厚生労働本省

Ｂ 3 一般 厚生労働本省

Ｂ 4 一般 厚生労働本省

Ｂ 5 一般 厚生労働本省 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 1 一般 厚生労働本省 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 一般 厚生労働本省 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 一般 厚生労働本省 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 2 一般 厚生労働本省 ＜ ＞ ＜ ＞

の内数

合計

（特別会計分）

（一般会計分）
＜222,104,755＞ の内数

782,000

5,512,438

7,834,192

の内数

の内数

1,171,696,017

＜11,727,000＞ の内数

3,947,510

＜3,947,510＞

対応表に
おいて○
となって
いるもの

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

小計

独立行政法人福祉医療機構運営費

小計

＜3,653,695＞ の内数

1,278,397,762

1,976,653

7,915,429

224,413,118

3,570,878

82,817

の内数

13,715,646

＜224,413,118＞

7,846,041

の内数＜19,228,084＞

10,724,082

＜247,294,897＞ の内数

50,000

小計

国立リハビリテーションセンターの運営に必要な経費

特別障害給付金給付費

国立更生援護所運営費

障害保健福祉費 障害保健福祉の推進に必要な経費

東日本大震災復旧・復興障害保健福
祉費

東日本大震災復旧・復興に係る障害者の自立支援等に必
要な経費

精神保健事業に必要な経費

医療観察等実施費 入院の決定の執行等に必要な経費

障害保健福祉費

11,727,000

独立行政法人福祉医療機構運営費交付金に必要な経費

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園運
営費交付金に必要な経費

958,856

東日本大震災復旧・復興独立行政法
人福祉医療機構運営費

東日本大震災復旧・復興に係る独立行政法人福祉医療機
構運営費交付金に必要な経費

小計

社会福祉施設整備費 社会福祉施設等施設整備に必要な経費

独立行政法人国立重度知的障害者総
合施設のぞみの園運営費

特別障害給付金給付費年金特別会計
へ繰入

特別障害給付金給付費の財源の年金特別会計福祉年金勘
定へ繰入れに必要な経費

東日本大震災復旧・復興独立行政法
人国立重度知的障害者総合施設のぞ
みの園施設整備費

東日本大震災復旧・復興に係る独立行政法人国立重度知
的障害者総合施設のぞみの園施設整備に必要な経費

東日本大震災復旧・復興社会福祉施
設整備費

東日本大震災復旧・復興に係る社会福祉施設等施設整備
に必要な経費

7,834,192

1,169,378,769

2,260,692

7,890,748

10,151,440

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

23年度
当初予算額

1,128,598,131

29,810,409

2,070,442

206,430,245

＜206,430,245＞

24年度
概算要求額

1,231,683,573

33,123,803

2,037,570

7,846,041

1,275,519,721

674,328

業務取扱費年金特別会計へ繰入
業務取扱費の財源の年金特別会計業務勘定へ繰入れに必
要な経費

の内数

45,000

独立行政法人国立重度知的障害者総
合施設のぞみの園施設整備費

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施
設整備に必要な経費

対応表に
おいて●
となって
いるもの

106,739 109,406

政策評価調書（個別票2）

【政策に含まれる事項の整理】

特別障害給付金給付に必要な経費

政策名
障害者の生活の場、働く場や地域における支援体制を整備し、障害者の地域における生活を支
援するとともに、自殺対策を推進する

Ⅳ－７－１

整理番号

予　算　科　目
政策評価結果の反映に

よる見直し額合計

予算額

事項

障害者の自立支援等に必要な経費

項

障害保健福祉費
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番号

計（千円）

・援護年金等の適切な支給（援護年金及び弔慰金の全受理件数のうち、請求受理した後６ヶ月以内に裁定を行った件数割合）
・戦中・戦後の国民生活上の労苦を広く後世代に継承（昭和館、しょうけい館の年間入場者数）

施策目標の達成に向けて進展しており、現在の取組を続けることとした。

戦没者遺族等に対する援護年金の支給、戦傷病者に対する療養の給付等については、その対象者数は減少しているものの、引き続き適切な支給の実施が
求められていることから、必要な経費を適切に要求している。また、昭和館及びしょうけい館については、戦傷病者、戦没者遺族等の経験した戦中・戦
後の国民生活上の労苦を広く後世代に継承していることから、引き続き着実な効果が得られるよう、必要な経費を適切に要求している。
※平成２０年度～平成２２年度はモニタリングのみを実施しており、モニタリング結果や平成１９年度に実施した実績評価に基づき記載している。

【政策ごとの予算額等】

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

政策評価結果を受けて
改善すべき点

政策評価結果の予算概算要求等
への反映状況

42,141,729

評価方式
戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援護年金の支給、療養の給付等を
行う

政策名

＜0＞

40,082,282

予
算
の
状
況

執行額（千円）

補 正 予 算 （ 千 円 ）
-7,065

32,991,682

22年度

3,711

20年度

42,275,443

-11,794

-121,920
繰 越 し 等 （ 千 円 ）

21年度 23年度

Ⅳ－８－１

37,292,538

-7,826

25,495,667

総合･実績･事業

当 初 予 算 （ 千 円 ）

政策評価調書（個別票１）

24年度概算要求額

28,754,086

35,511,894

89,672

33,074,289

31,266,841

＜0＞

37,288,423

＜0＞
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 厚生労働本省

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

の内数

の内数

の内数

の内数

の内数

25,495,667

24年度
概算要求額

25,495,667

25,495,66728,754,086

の内数

の内数

28,754,086

の内数

合計

戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援護年金の支給、療養の給付等を行う Ⅳ－８－１

整理番号

予　算　科　目

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

対応表に
おいて●
となって
いるもの

小計

事項

小計

政策名

の内数

小計

政策評価調書（個別票2）

【政策に含まれる事項の整理】

遺族及び留守家族等の援護に必要な経費

項

遺族及留守家族等援護費

政策評価結果の反映に
よる見直し額合計

の内数

予算額

23年度
当初予算額

28,754,086
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番号

2,068,757

総合･実績･事業

当 初 予 算 （ 千 円 ）

政策評価調書（個別票１）

24年度概算要求額21年度 23年度

Ⅳ－８－２

20年度

973,383 1,039,483

638,364

1,402,206

戦没者の遺骨帰還関連事業等に関しては、未だ多くの御遺骨が海外等に残されている現状を踏まえ、遺骨帰還関連事業等の推進に向けて必要な経費を要
求するものである。
※平成２２年度モニタリング結果報告書に基づき記載している。

施策目標の達成に向けて進展しており、現在の取組を続けることとした。

＜0＞

1,184,278

＜0＞

1,005,537

【政策ごとの予算額等】

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

政策評価結果を受けて
改善すべき点

政策評価結果の予算概算要求等
への反映状況

973,038

繰 越 し 等 （ 千 円 ）

1,039,483

補 正 予 算 （ 千 円 ）
-345

-632,064

・遺骨帰還関連事業
　海外未送還遺骨の集中的な情報収集を実施し、迅速かつ着実に遺骨帰還を実施する。

・慰霊巡拝事業
  戦没者遺族の慰藉のため、円滑に慰霊巡拝事業を実施する。

評価方式戦没者の遺骨の帰還等を行うことにより、戦没者遺族を慰藉する政策名

＜0＞

952,133

予
算
の
状
況

執行額（千円）

1,408,506

2,233,658

22年度

計（千円）
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 厚生労働本省

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

政策評価調書（個別票2）

【政策に含まれる事項の整理】

戦没者の遺骨帰還事業等に必要な経費

項

戦没者慰霊事業費

政策評価結果の反映に
よる見直し額合計

予算額

の内数

小計

合計

戦没者の遺骨の帰還等を行うことにより、戦没者遺族を慰藉する Ⅳ－８－２

整理番号

予　算　科　目

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

政策名

事項

小計

対応表に
おいて●
となって
いるもの

小計

2,233,658

の内数

24年度
概算要求額

2,068,757

2,068,757

の内数

23年度
当初予算額

2,233,658

の内数

の内数

2,233,658

の内数

の内数

の内数

2,068,757

の内数

の内数
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